
 

2024年 5月 

お客さま 各位 

長浜信用金庫 

 

「口座管理法」に基づく一部業務の開始について 

 

 

平素は、長浜信用金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。 

２０２４年４月１日より、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯

金口座の管理等に関する法律」(以下「口座管理法」という）および「公的給付の

支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」（以下

「口座登録法」という）の施行に伴い、当金庫におきましても「口座管理法」に

基づく一部業務を開始しましたので、下記のとおりご案内いたします。 

 

記 

 

１．「口座管理法」および「口座登録法」に基づき、当金庫が行うこととなる   

業務とその開始時期について（予定を含む） 

 

対象業務 各業務の開始時期（予定） 

口座管理法 

自金融機関口座への付番 ２０２４年４月 

他金融機関口座への付番 

２０２５年３月初旬 相続時・災害時の口座照会 

本人情報の最新化 

口座登録法 公金受取口座の登録等の受付 ２０２５年３月初旬 

 

２．預金口座への付番の意思確認について 

  当金庫では、口座管理法に基づき、新規で預金口座を開設されるお客さまに

対して、預金口座へのマイナンバー付番の意向を確認させていただきます。 

ご理解の程、よろしくお願いいたします。 

 

３．口座管理法、口座登録法のお問合せ先 

  デジタル庁  

マイナンバー総合フリーダイヤル ０１２０‐９５‐０１７８ 

 

以 上 



預金口座付番手続きに関するご案内 

 

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律（以

下、「口座管理法」）に基づく預貯金口座付番手続の際は、以下の点について、ご理解

のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

１．預貯金口座付番をご案内させていただくお取引について 

口座開設を行うお客様に対して、預貯金口座付番のご案内をさせていただきます。 

 

２．預貯金口座付番の趣旨について 

口座管理法に基づく付番の趣旨についてご理解いただき、以下の点について承諾し

ていただく必要があります。 

・預貯金者の個人番号は、所得税法、生活保護法、預金保険法その他の法令の規定

に基づく手続において預貯金者の預貯金口座を特定するために利用され得るも

のであること。 

 

３．預貯金口座付番の対象となる預貯金口座について 

本申込を行うお客様名義の全ての預貯金口座が付番対象となります。 

 

４．最新の個人情報の提供について 

本申込時、お客様の氏名・住所・生年月日・個人番号等をご確認させていただきます。 

金融機関に届け出されている情報が最新でない場合は、届出情報の変更手続等を 

行っていただく必要があります。 

 

５．個人情報の利用目的について 

本申込により提出された個人情報の利用目的については、当金庫「個人情報等のお

取扱いについて」をご参照ください。当金庫ホームページ、または当金庫窓口でご

確認いただけます。 

 

６．預貯金口座付番の結果通知について 

金融機関の窓口でのお客様へのご説明をもって結果通知とさせていただきます。 

 

確認事項 必要書類 

口座管理法に基づく付番への同意（上記２．への承諾） 個人番号届出書 

本人確認情報（氏名、住所等） 本人確認書類※1 

個人番号 個人番号が確認できる書類※2 

※1：顔写真付きの公的書類による本人確認または、顔写真のない公的書類による本人確認（2点の原本で確認可能）

をご提示いただく必要があります。詳細については申込時にお問い合わせください。 

※2：申込時点で有効かつ最新の記載のある「マイナンバーカード」、「通知カード」、「住民票の写しまたは住民票の

記載事項証明書（個人番号の記載のあるもの）」のいずれかの提示が必要となります。 

  










